
令和７年度静岡市協働パイロット事業 課題テーマ一覧 

 

 令和７年度協働パイロット事業では、計３件の課題テーマを提示します。 

以下の内容をご確認いただき、静岡市の抱える課題解決のため、貴団体の力をお貸しください。 

 

№ 

１ 

課 題 テ ー マ 

困難な問題を抱える若年女性に対する支援 

現
状 

困難な問題を抱える若年女性（10 代～30 代）は、悩みを抱え込む傾向が強く、行政機関への

相談はハードルが高いなどの理由から支援につながっていないことが指摘されています。 

現在の行政機関による支援の窓口は、当事者からアプローチがあることを前提としたスタイルが多

く、かつ若年層の生活やコミュニケーションスタイルに合わない相談方法となっていることから、困

難な問題を抱える女性（そのおそれのある女性を含む）の一定の割合が相談をためらう、または

相談機関に到達していない現状です。 

目
指
⎌
姿 

各部署・関係機関と民間団体が、それぞれの強みを生かした官民協働による支援を行うことで、

多様な課題を抱える若年女性を丁寧にサポートしていく状態を目指します。 

解
決
⎌
⎬
⎀ 

課
題 

対象となる若年女性を発見すること及び発見した後に当事者に寄り添いながら必要な支援制度

を提供している各部署・関係機関につなげていくことが求められます。 

期
待
⎌
⎾ 

事
業
提
案 

対象となる若年女性を見つけ、不安を取り除き、支援につなげていくために、以下のような取組の

提案を期待しています。 

・提案団体の持つノウハウを活かして、SNS や夜間の見回りなどで有効的にアウトリーチ（アプロー

チ、支援を提供）を実施し、当事者に寄り添いながら必要な支援制度を提供している各部署・関

係機関と連携していく取組。 

・課題を抱えているものの行政機関の支援につながっていない若年女性が多数存在する場所の

近くに、気軽に立ち寄れる場や安心して相談できる場を提供する取組。 

・支援を必要とする当事者の実態及びニーズを具体的に把握する取組 

留
意
点
等 

 

問
合
⎎
先 

担当課名：男女共同参画・人権政策課 男女共同参画・人権政策係 

電 話：054-221-1349 

メ ー ル：sankaku@city.shizuoka.lg.jp 



 

 

№ 

2 

課 題 テ ー マ 

スポーツに付加価値を！「スポーツ×○○」の取組！ 

現
状 

スポーツを全くしない人も、する人と同様に、スポーツには「健康・体力の保持増進」「人と人との交流

の促進」等の効果があると認識しています。   

このことから、何らかのきっかけや付加価値があればスポーツを始める人は潜在的にいると推測してい

ます。 

 

【16 歳以上の週１日以上のスポーツ実施率】 

現状値(2021 年度)：55.9％（令和３年度市民意識調査より） 

目標値(2030 年度)：70% 

目
指
⎌
姿 

スポーツには価値があり、健康にも良いと思う人が多いが、自発的に行う人は限られているため、スポ

ーツを始めるきっかけづくりから、習慣化を目指します。 

解
決
⎌
⎬
⎀ 

課
題 

「スポーツ×健康」以外に、「スポーツ×○○」といった他分野と連携した施策が実施できておらず、ス

ポーツ以外の側面からのアプローチができていません。 

期
待
⎌
⎾ 

事
業
提
案 

駿府城公園のランニングコース等を活用した「観光×スポーツ」や、「環境×スポーツ」「歴史×スポ

ーツ」「商業×スポーツ」等、様々な分野と連携したスポーツイベント等の提案を募集します。 

留
意
点
等 

 

問
合
⎎
先 

担当 課 ：スポーツ振興課 企画係 

電 話 ：054-221-1183 

メ ー ル ：sports@city.shizuoka.lg.jp 

 



 

 

№ 

3 

課 題 テ ー マ 

静岡地区中心市街地における、雨天時等の子どもの遊び場の不足 

現
状 

雨天時等に子どもを遊ばせられる屋内型遊び場について、子育て世帯のニーズが高いことから、本市

では、子育て環境の向上のため、子どもの遊び場の設置を進めています。その中でも、子育て世帯の

誰もが利用しやすく、交通利便性の高い、中心市街地への遊び場の設置を重点的に取り組んでいま

す。 

令和６年度には、静岡地区中心市街地のＭ20 ビルに民間の遊び場事業の開設を誘導したほか、商

店街の空き店舗や遊休施設を子どもの遊び場として活用する取組を実施していました。 

しかしながら、行政の資産だけでは、十分な子どもの遊び場を確保することが難しい状況です。 

目
指
⎌
姿 

子育てしやすいまちの一つの要素として、雨天時等にも子どもを安心して遊ばせる場が十分にあり、子

育て世帯のニーズが充足された状態を目指します。 

解
決
⎌
⎬
⎀ 

課
題 

新たな遊び場の設置や限られた遊び場を有効に活用していくための環境整備等が求められてい

ます。 

期
待
⎌
⎾ 

事
業
提
案 

子育て世代のニーズを把握したうえで、市民活動団体ならではの発想を活かして、利用者が快適に

利用できる屋内型遊び場を中心市街地に増やす仕組みや利用者の利便性向上に向けた取組を期

待します。 

留
意
点
等 

提案に新たな遊び場を設置する内容が含まれる場合、既存の遊び場施設や市の子育て支援センタ

ー等との距離や、子育て世帯が利用するにあたり適切な周辺環境なのか、十分な検討が必要です。

静岡市子ども未来課と相談の上、事業を進めてください。 

なお、既存の屋内型遊び場は下記のとおりです。 

① 静岡中央子育て支援センター（葵区呉服町 2－1－1 札の辻ビル ４階） 

② KIDS PARK Ⅹ（葵区御幸町 20 M20 ビル ３階） 

問
合
⎎
先 

担当 課 ：子ども未来課 子育て支援推進係 

電 話 ：054-354-2606 

メ ー ル ：kodomomirai@city.shizuoka.lg.jp 

 

「課題テーマ」のほかに、「自由テーマ」に関する事業も募集しています！ 

いずれのテーマを選択しても、採択に関する審査に影響はありません。 

「自由テーマ」は、分野を問わず、提案団体の皆様に自由に社会的課題の解決のための協働事業を提案いた

だく部門です。 


